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覚　書

　　　　　　　　（以下「事業者」という。）と篠栗町（以下「町」という。）は、篠栗町開発行為等指導要綱（以下「要綱」という。）に係る事前協議を行うに当たり、下記の事項を確認したので、覚書として記録を残し、締結するものである。

記

１　開発行為等の位置である篠栗町　　　　　　　　　　（以下「本件土地」という。）における事前協議において、要綱第３０条第１項本文に定める区画の規模を下回ること。
２　事業者は、要綱第３０条第１項本文に定める区画の規模を下回るが、町が示す次の住環境整備等を行うことを条件に、本件土地を開発すること。



３　事業者は、前項に掲げる施行時期や舗装方法等について、別途町と協議すること。
４　第２項に関する費用等については、事業者が負担すること。

その証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有するものとする。

　　　　年　　　月　　　日

（事業者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　㊞　　

（町）福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目１番１号　　
糟屋郡篠栗町　　　　　　　　　　　　　　
篠栗町長　　　　　　　　　　　　　印　　



